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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 
令和６年度足立区地域保健福祉推進協議会 

第３回介護保険・障がい福祉専門部会 

（足立区地域密着型サービスの運営に関する委員会） 

事 務 局 
日吉介護保険課長  半貫高齢者施策推進室長 

山本障がい福祉センター所長  五十嵐絆づくり担当部長 

長門障がい福祉課長  早川障がい援護課長 

瀬崎医療介護連携課長  近藤福祉管理課長 

久米社会福祉協議会事務局長  菊島介護保険課介護保険係長 

開催年月日 令和７年２月３日（月） 

開 催 時 間 午後２時００分開会～午後４時００分閉会 

開 催 場 所 足立区役所８階 特別会議室 

出 席 者 

石渡和実部会長   酒井雅男副部会長  白石正輝委員 

佐々木まさひこ委員 吉田こうじ委員   横山ゆう委員 

しぶや竜一委員   山下俊樹委員    倉田 聡委員 

鵜沢 隆委員    福岡靖介委員    橋本飛鳥委員 

細井和男委員    小鮒裕美委員    加藤仁志委員 

戸部明男委員    山根佳代子委員   佐藤奈緒委員 

蔵津あけみ委員   依田 保委員    千ヶ崎嘉彦委員 

馬場優子委員 

欠 席 者 山中 崇副部会長  中村輝夫委員 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

【資料１】地域密着型サービス事業者等の新規及び更新指定について 

【資料２】介護保険業務委託の公募型プロポーザルによる事業者の特定結果に 

     ついて 

【資料３】介護予防・認知症予防普及啓発講演会について 

【資料４】「地域包括支援センター千住本町」の移転について 

【資料５】令和６年度「第４３回足立区障がい者週間記念事業」の実施結果に 

     ついて 

【資料６】足立区における高齢者の孤立死の現状について 

そ の 他 
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（事務局） 

 それでは、定刻でございますので、ただい

まから令和６年度第３回足立区地域保健福

祉推進協議会、介護保険・障がい福祉専門部

会を始めさせていただきます。 

 御出席いただきまして、ありがとうござい

ます。 

 私は、本日の司会進行役を務めます介護保

険課介護保険係の菊島と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入ります前に、本日の資

料の確認をさせていただきます。 

 本日、事前にお配りしていました資料の追

加がございまして、席上配付をさせていただ

きました。席上配付といたしまして、介護保

険・障がい福祉専門部会委員名簿、本日の会

の次第、席次表、そして専門部会の資料でホ

チキス止めをしております。こちら、事前に

お送りしておりました資料に追加がござい

ましたので、本日、席上に置いてあった資料

を主に使わせてください。 

 席上配付しました資料の順番ですが、資料

１が「地域密着型サービス事業者等の新規及

び更新指定について」、資料２が「介護保険

業務委託の公募型プロポーザルによる事業

者の特定結果について」が追加になっており

ます。 

 事前にお送りしました資料から番号が繰

り下がりまして、資料３「介護予防・認知症

予防普及啓発講演会について」、資料４が「地

域包括支援センター千住本町の移転につい

て」、資料５が「令和６年度「第43回足立区

障がい者週間記念事業」の実施結果につい

て」、資料６が「足立区における高齢者の孤

立死の現状について」、以上がホチキス止め

になっておりまして、資料６の追加資料とい

たしまして、絆づくり担当課の資料がござい

ます。 

 それと、資料１のもう一つ追加資料で、「足

立区地域密着型サービスの運営に関する委

員会資料」、こちらも机に御配付させてもら

っております。 

 資料については以上でございますが、よろ

しいでしょうか。不備がございましたら、御

用意してございます。 

 それでは、ただいまから専門部会を始めさ

せていただきます。 

 なお、専門部会設置細則第４条第２項によ

り、この専門部会は過半数の委員の出席によ

り成立いたします。今回、過半数に達してお

りますので、会議は成立しております。 

 また、この専門部会の会議録は区民に公開

することとなっております。記録の関係上、

御質問、御意見の前にお名前をお願いいたし

ます。 

 なお、お手元のマイクのボタンを押して、

ボタンのランプが緑色になってから御発言

をお願いいたします。 

 それでは、次第を御覧ください。 

 本日、資料１の案件、地域密着型サービス

を行う事業者の新規指定及び更新指定につ

きましては、足立区地域密着型サービスの運

営に関する委員会設置要綱に基づき、足立区

地域密着型サービスの運営に関する委員会

として報告させていただきます。 

 なお、同要綱第３条で、運営委員会の委員

は専門部会の委員をもって充てることとし

ていますので、まず初めに、地域密着型サー

ビスの運営に関する委員会としてこの案件

を御報告させていただき、その後、介護保険・

障がい福祉専門部会として、その他の案件に

ついて御報告させていただきます。 

 また、本日席上に配付しております地域密

着型サービスの運営に関する委員会資料に

は、個人情報や事業所の経営状況等が記載さ

れておりますので、地域密着型サービスの運

様式第２号（第３条関係） 
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営に関する委員会設置要綱第８条の規定に

より、この案件のみ非公開とさせていただき

ます。また、地域密着型サービスの運営に関

する委員会資料につきましては、この案件終

了後回収させていただきます。 

 それでは、これより議事進行を石渡部会長

にお願いいたします。それでは、よろしくお

願いいたします。 

（石渡部会長） 

 皆さん、こんにちは。部会長の石渡です。 

 では、ここから私が議事を進めさせていた

だきます。 

 では、令和６年度第３回の足立区地域保健

福祉推進協議会介護保険・障がい福祉専門部

会の議事を始めさせていただきます。 

 議題は、お手元の次第のとおりです。 

 司会から説明がありましたが、まずは足立

区地域密着型サービスの運営に関する委員

会ということで、資料の１を説明していただ

いて、皆さんから質疑をお受けしたいと思い

ます。その後に、介護保険・障がい福祉専門

部会ということで、報告をいただいて、質疑

をお受けするということにしたいと思いま

す。 

 

【「地域密着型サービスの運営に関する委員

会」は非公開】 

※資料１の報告については、個人情報や事業

所の経営状況が含まれているため、地域密着

型サービスの運営に関する委員会設置要綱

第１条の規定により、非公開となっていま

す。 

 

 それでは、専門部会の報告事項に入らせて

いただきます。 

 本日は、まず資料の２から４までを順次御

説明いただいて、御質問、御意見をお受けし

たいと思います。その後で、資料の５の説明、

質疑をいただいて、最後に資料の６を説明し

ていただいてという形にさせていただきた

いと思います。 

 では、資料の２について、介護保険課の日

吉課長から、資料の３、４は、高齢者施策推

進室の半貫室長からの御説明をお願いいた

します。 

（日吉介護保険課長） 

 引き続き、介護保険課長の日吉から報告を

させていただきます。 

 資料の２を御覧ください。 

 介護保険業務委託の公募型プロポーザル

による事業者の特定結果についてでござい

ます。 

 こちら、介護保険課の窓口の業務を外部の

事業者のほうに委託をしております。その委

託の事業者を選定するということで、プロポ

ーザルの選定委員会を開きましたので、その

結果の御報告となります。 

 まず、１番、業務名は、こちら記載のとお

り、介護保険業務委託ということで、２番、

業務の目的や内容ですけれども、こちら（１）

から（５）まで、介護の認定業務から各個々

の窓口業務ということで、かなり介護保険課

の業務を幅広く外部委託のほうをさせてい

ただいております。 

 ３番、今回のプロポーザル選定委員会で特

定した事業者ですが、事業者名は、パーソル

ビジネスプロセスデザイン株式会社という

ことで、こちら、今まで現行の事業者と同じ

事業者でございます。 

 ４番、申込事業者数、今回のプロポーザル

で申し込んでいただいた事業者は、こちらの

選定した事業者、１事業者でございました。 

 ６番、提案の価格については、こちら６年

間の価格でございますが、11億6,500万余と

なってございます。こちらは、前回の価格に

比べまして、約19.24％増という形になって
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ございます。 

 ７番、今回の委託の期間については、令和

７年４月１日から令和13年の３月31日まで

の６年間でございます。 

 その下、８番、こちらですが、今回のプロ

ポーザルの選定委員会の中で、事業者から提

案があった中での評価した項目ということ

で、まず（１）として、今は窓口業務、委託

をしている従事者の方々、皆さんそれぞれの

服装で勤務していただいておりますが、こち

ら、事業者から今回ユニフォームの導入を考

えているというような形で提案のほうを受

けております。 

 続いて、次のページにいっていただきまし

て、こちらは２番目なんですけれども、今回、

プロポーザルということで、事業者からの説

明のほうをいただいているんですけれども、

その説明に来ていただいたいわゆる現場の

責任者レベルの方々、こちらは非常に意欲的

な方で、熱意もあるということで、まず現場

の管理をする側の方々のそういった意欲や

熱意というものを、現場で実際に窓口に出る

従事者の方々にも伝えていっていただきた

いというところが、委員の中から出ておりま

した。 

 ９番は、特定までの経過ということで、11

月の22日にこのプレゼンテーションをやっ

て、今回の事業者のほうを決定しておりま

す。 

 その下の（２）の委員構成については、こ

ちらは７名の委員で、今回の委員会のほうは

開催しております。 

 10番、今後のスケジュールについては、令

和７年４月からの契約ということで、現在こ

の事業者と仕様書の調整のほうを行ってい

る最中でございます。 

 11番、今後の課題ですが、やはりプロポー

ザルの選定委員という形で開きましたが、事

業者が１事業者しかなかったということで、

比較ができないというようなことになりま

した。やはり、なるべく複数の事業者からの

提案を聞いて、よりよい事業者を選定すると

いうようなことが望ましいかと思いますの

で、次回、ちょっと先になりますけれども、

次回の選定委員の委員会の際には、やはり複

数の事業者から来ていただけるように、例え

ば募集期間を、ちょっと今回は少し短かった

というような御意見もありましたので、長く

するなどして、複数の事業者から手を挙げて

いただけるような環境を区のほうでも検討

したいと考えております。 

 私からは以上です。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 では、続いて資料３を御覧ください。 

 介護予防・認知症予防普及啓発講演会につ

いて御報告させていただきます。 

 令和７年４月から開始いたします複合介

入型はつらつ高齢者促進事業、運動だけでは

なくて、栄養や脳トレなど、様々な取組を複

合的に実施することで、介護予防・認知症予

防に効果があるということで実施する事業

ですけれども、その事業の重要性を区民に伝

えるということを目的に、講演会を行いま

す。 

 ３月20日、こちら祝日の日ですけれども、

生涯学習センターの講堂で午前10時から12

時、行います。講師は、山本 學さん、俳優

の方ですけれども、認知症を公表されて、今

様々な活動を行っていらっしゃいます。ま

た、その山本さんの主治医でもあります朝田 

隆先生、医師、精神科医ですけれども、この

方にも来ていただきまして、講演を行いま

す。 

 あだち広報２月10日号でも周知いたしま

すが、地域包括支援センター、学習センター、

住区センター等でもチラシを配布し、周知を
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図ってまいります。 

 この講演、アーカイブ配信も予定しており

まして、令和７年４月１日から令和８年３月

31日まで流す予定です。 

 また、申込みですけれども、２月12日から

２月28日までということで、コールセンタ

ー、それからオンライン申請、いずれもでき

るような形で対応をしてまいります。 

 続きまして、資料４になります。 

 地域包括支援センター千住本町の移転に

ついてということで、以前、学びピアのほう

に移転する予定だということでお知らせを

いたしましたが、学びピアでの運営開始日が

決まりました。令和７年３月17日月曜日か

ら、千住本町の包括は学びピアのほうで運営

を開始いたします。 

 区のホームページ、またあだち広報２月10

日号でもお知らせをいたしますが、担当地域

の町会、自治会の方々にも御協力をいただ

き、回覧板や掲示板での掲示でも周知をして

まいります。地域の方が迷わないよう、しっ

かりと周知をしてまいります。 

 以上になります。 

（石渡部会長） 

 石渡です。 

 御説明ありがとうございました。 

 講演会の講師の山本 學さんは、私たちの

世代には非常になじみ深い方ですが、興味深

い講演です。 

 今、資料の２から４まで御説明をいただき

ましたが、何かお気づきの委員の方、いらっ

しゃいましたら、お願いしたいと思います

が。 

 それでは、お願いいたします。 

（福岡委員） 

 しらさぎの福岡ですけれども、この介護保

険の業務をそもそも外注なさるのは、どのよ

うな理由なんでしょうか。 

（石渡部会長） 

 お願いします。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 区役所の中でも幾つかの窓口も含めて、外

部にしている事業はありますけれども、介護

保険課の場合は、やはり課の職員だけでサー

ビスアップというような部分、そういった点

に、今現状では着目しているというのが一番

大きな理由かと思います。 

（福岡委員） 

 外注のほうがサービスがよい、そういうこ

とですか。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 そうですね。やはり、区の職員だけでやる

には限界があると。やはり、民間の知恵であ

ったり、また民間の外部の事業者様の人材の

有効的な活用の方法で、例えば窓口の外、フ

ロアに待っている方に対して直接アプロー

チをして、窓口を待っている人をさばく人を

置いたりとか、やはり窓口でも専門性のある

職員が常にそこにいるというような形で、区

の職員がほかの事務等を掛け持ちでやって

いるというところよりは、区民にとってはサ

ービスアップにつながるというようには考

えています。 

（福岡委員） 

 具体的には、何名ぐらいの方がこの事業に

入られるんでしょうか。外注。年間２億円と

いうと、30人とか40人の方が。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 委託をしている事業者さんのほうでも、シ

フトで人が入っているとかという形がある

んですけれども、大体およそ50から60名とい

う形で、仕様書のほうではいただいておりま

す。 
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（福岡委員） 

 ほとんどが区外の方がやっていらっしゃ

るということですか。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 そうですね、ちょっと厳密に全員の居住地

まで確認をしていないので、どれぐらいの割

合が区内、区外かというところまでは、すみ

ません、ちょっと把握はしてございません。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（福岡委員） 

 公費を使ってなさるわけなので、利用者を

窓口に案内するとかという業務であれば、区

で例えば臨時職員を雇われて、区民の方をで

きるだけ雇用されてというふうにされたほ

うが、当然外注するとその事業体はそこに利

益をのっけて事業運営をなさる。当然のこと

なんですけれども、直接のほうがコストは下

がって、区民の雇用にもつながるんではない

かと思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 そうですね、その部分だけというのを捉え

て、人数をもう数名ということであれば、も

しかしたら直接臨時職員を雇用してという

形になるかと思うんですけれども、やはりあ

る程度一体的な形で業務を委託するという

ようなところが、委託をして業務を任せると

いう形を取ったほうが、そこは効率的であっ

て、どこからどこまでを委託の事業者で、ど

こからどこまでが区の職員というのは、当然

法定で区の職員でしかできない業務という

のもございますので、そのあたりを見極めた

上で、いかに効率よく業務全体を流すことが

できるか、その業務のフローを処理すること

ができるかというところで、業務委託の範囲

のほうは考えて、臨時職員を雇うよりも委託

をしたほうが効率的だというような形で考

えています。 

（福岡委員） 

 ありがとうございました。 

（石渡部会長） 

 よろしいでしょうか。 

 どうぞ、山下委員、お願いします。 

（山下委員） 

 医師会の山下です。 

 今の福岡先生のお話に関係することなん

ですけれども、委託する業務というのは、こ

れを見ると窓口業務とか、手続の業務が中心

のように書いてありますけれども、実際、区

民の介護保険事業に関する具体的な相談で

あるとか、あるいは介護保険に対する対応だ

とか、そういうものにも関わるんでしょう

か。 

 というのは、こういった手続業務とか事務

的なことならばともかく、個々の案件に携わ

るということは、この職員さんのスキルアッ

プにもつながっていくことなので、それを外

注してしまうのはどうかなとも感じるんで

すけれども、その点に関してはどうでしょう

か。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 当然、判断が入るものについては、基本的

に職員が行うので、あくまで窓口で定型的に

申請を受け付ける、その定型的な申請書の外

形的なチェックでその申請を受け付けると

いう業務などは、委託の事業者様が行ってお

りますが、個別の細かい相談であったり、区

が区役所として判断をしなければいけない

部分については、当然区の職員がやっていま

す。 

 ただ、例えば全ての業務をやることが一定

の職員のスキルアップにつながるかどうか
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という話は当然ございますが、ちょっと今、

区の介護保険課の人員も、区の職員としての

人員確保もなかなか難しい状況がございま

すので、やはり区の職員がどこに集中する

か、人員を集中するかというところの観点か

ら、ある程度は委託の事業者にお任せすると

いうような考え方は持っております。 

（山下委員） 

 ありがとうございます。 

 もう一点、かつてマイナンバーカードとか

パスポートなんかで、委託業者から情報が漏

れると。具体的には、多国籍の職員から情報

が漏れるというような事件が数件報道され

ておりますけれども、もちろん今現在携わっ

ているパーソルビジネスプロセスデザイン

株式会社に問題があるとは思いませんけれ

ども、その辺のチェックもちゃんとされてお

られるのでしょうか。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 毎年度、この委託事業者の業務評価という

ものを行っておりまして、当然その中では、

そういう個人情報のきちんと取扱いといっ

たところも、きちんと確認をしております

し、その際には当然窓口、実際に委員の皆様

方に見ていただいて、事業者のほうからこう

いう形で管理をしていますというような形

で、日々の管理については、介護保険課とも

当然その管理のやり取りというのは発生し

ておりますので、そういったところでチェッ

クのほうはしております。 

（石渡部会長） 

 山下委員、大事な御意見、ありがとうござ

いました。 

 この件について、ほかに何か。 

 お願いいたします。 

（鵜沢委員） 

 介護サービス事業者連絡協議会の鵜沢で

す。 

 今の関連の話ですが、例えば申請とかです

と、コストの面からいえば、デジタル申請な

んかは少し前にも話が出たかもしれません

が、最終的には、一時開発にはコストがかか

るかもしれませんけれども、最終的にはコス

ト的には有利になるのかなと思いますが、そ

の点についてはいかがでしょうか。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 委員おっしゃるとおり、やはりコストの面

で、また事業者様の負担からいっても、電子

というような状態で申請を受け付けるとい

うところの範囲が広がるということは重要

だと思っています。 

 そちらについては、今、区でもなるべく広

げていきたいということで検討のほうは続

けておりますので、引き続きなるべく事業者

様の負担が減らせるような形で考えていき

たいと思います。 

（鵜沢委員） 

 ぜひ、よろしくお願いいたします。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございます。 

 どうぞ、横田委員。 

（横田委員） 

 区議会議員の横田です。 

 今、非常に重要な指摘があったと思うんで

すね。長年、この業務の窓口、介護保険にし

ても、ほかの国民健康保険ですとか、そうい

うところで業務委託が長年続いてきている

という状況があるんですけれども、やはり区

内の雇用の創出の問題、先ほど指摘がありま

したけれども、そういう問題とか、だから区

の職員がスキルアップをしていくに当たっ

て、それはどうなのかということや、やっぱ

り莫大なお金をかけて委託をするというこ

とよりも、自分たちのところでやっていくと
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いう、そういった選択肢も今後考えていかな

ければいけないのではないのかなというふ

うに思いました。意見です。 

（石渡部会長） 

 雇用の創出とか、スキルアップというよう

なところで御意見をいただきましたが、何か

事務局、今の御意見についてありますか。 

（日吉介護保険課長） 

 介護保険課長です。 

 そうですね、７年後に向けて、どのような

形になっているかというところはございま

すけれども、この窓口業務の外部委託と、ま

た区の、区民の雇用の確保の促進と、職員の

スキルアップ、ちょっとそれぞれ密接には関

わってはいますけれども、ちょっとばらばら

に考えるわけにはいかないので、そこについ

ては、どれか１つだけがいいというわけでは

なくて、いろいろと、そのほかの区の施策も

含めて総合的に考えていきたいかなとは思

っております。 

（石渡部会長） 

 どうぞ、吉田委員。 

（吉田委員） 

 区議会議員の吉田でございます。 

 複合介入型はつらつ高齢者促進事業の部

分で御説明いただいたんですが、私自身の勉

強不足もあるのかもしれないんですけれど

も、この御報告の中でも、８番で突然、あだ

ち脳活ラボというワードが出ているんです

ね。あだち脳活ラボ、イコール複合介入型は

つらつ高齢者促進事業のことなのか、それと

もこの複合介入型のはつらつ高齢者促進事

業というのは、全体的に、戦略的にいろいろ

考えていらっしゃって、その中の１つであだ

ち脳活ラボを行うという考え方なのか、その

辺のことだけ１つ教えていただきたいんで

すが。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長です。 

 委員がおっしゃった後者なんですけれど

も、複合介入型はつらつ高齢者促進事業の中

の一つに、あだち脳活ラボ、スマホで登録を

していただいて、動画を見たり、そこで脳ト

レをやったりするものがあります。 

 それのほかに、はつらつ体力測定会という

のがまた別にありまして、それはそういった

活動をしていただいた方々が、じゃ、自分が

どれだけ向上したかというのを測る測定会、

体力もそうですし、認知機能、そちらも測れ

る、そういった測定会もございますので、事

業の中の一つとして考えていただければと

思います。 

（吉田委員） 

 よく分かりました。 

 ぜひ、これから予算の審議に入るところな

ので、これからだと思うんですけれども、全

体像が分かるような、ぜひ資料というか、そ

の辺も提示していただけると何となく分か

るのかなという感じでおりますので、これは

要望で結構ですので、よろしくお願いいたし

ます。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 ほかに何かおありでしょうか。 

 私も、福祉関連の仕事を長くやっておりま

すが、行政がやっていた業務を民間に移譲し

たりした場合に、やっぱりきちんとやろうと

いう意欲がある事業者であれば、むしろかな

り深めていって、いい結果を出しているなと

いうようなところも体験はしています。非常

に前向きな事業者だということも書かれて

いますので、でも、この後の行政がどれだけ

かっちり監督とか指導をするかというとこ

ろがまた大事になってくるのかなと、すみま

せん、私はちょっと思いますので、意見です

が、よろしくお願いしたいと思います。 
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 それでは、ここまでのところで、何かほか

に御意見おありの方、いらっしゃいますでし

ょうか。 

 それでは、この資料２から４までのところ

は、取りあえず終了をさせていただきます。 

 では、次に、資料の５について、障がい福

祉センターの山本所長からお願いいたしま

す。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 資料の５、令和６年度第43回足立区障がい

者週間記念事業の実施結果についてでござ

います。 

 福祉部障がい福祉センターあしすと所長

の山本でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。 

 この事業は、障がい者・児の自立と社会参

加の意欲向上、区民の理解向上等を目指しま

して実施させていただいております。 

 項番の１、実施日時等を御覧いただきたい

と思います。 

 まず、（１）庁舎ホール、こちらは、コロ

ナ禍の影響もありまして、５年ぶりに復活開

催となりました。記念式典、また足立区出身

のデフリンピックメダリストによる手話ト

ーク等、また障害者団体によるダンスの発表

等を実施させていただきました。 

 その下、（２）です。 

 区役所１階アトリウムでは、１週間、作品

展やお楽しみコーナーを実施いたしました。

これは、昨年同様でございます。 

 その結果なんですが、このページの一番下

の表にあります令和６年度の来場者、4,208

人と、ここ近年では最も多い来場を、いただ

きました。 

 ページをめくっていただきまして、（３）

お楽しみコーナーでは、特にパウンドケーキ

や手芸品、手話体験やマッサージ体験等を実

施させていただきました。 

 （４）では、作品展に出しました展示作品

などの、デザインをモチーフにしたＴシャツ

とかトートバッグ、そういったグッズ販売を

インターネットを利用してさせていただき

ました。これは、今年度からテスト的に開始

させていただき、よい評価もいただきました

ので、今後、力を入れてやっていきたいと思

っております。 

 次に、項番３、主な意見です。 

 アンケート、735件いただきましたが、全

体的に好意的な御意見がございました。久々

のイベントがよかったとか、デフリンピック、

秋にございますので、そのボランティアをし

ようと思いましたというような御意見・御感

想等をいただきました。 

 私からは以上でございます。 

（石渡部会長） 

 石渡です。 

 御説明ありがとうございました。 

 障がい者週間の事業について御説明をい

ただきましたが、何かお気づきの委員の方、

お願いをしたいと思います。 

 どうぞ、しぶや委員。 

（しぶや委員） 

 区議会のしぶやです。 

 このデフリンピックのところなんですけ

れども、昨日もパラスポーツの体験会で、こ

こにいらっしゃる地域のちからの部長の依

田委員も大変御尽力されていて、昨日ちょっ

とお天気が悪くて、なかなか来場者数も最初

は少なかったんですけれども、先ほどちょっ

と依田さんに聞いたら、少しずつ子供たちも、

近所の子供たちも来てくれたというところ

で、大変うれしかったなと思います。 

 ただ、そういうところで、この障がい者週

間の記念事業で、田苗選手ともＳＮＳを通じ

てやり取りをする機会が結構多くて、やっぱ

りデフリンピックの周知を、今、足立区とし
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て、武道館で空手のこととかもあって、関わ

っているというところもあって、非常に周知

をしてくださっていて、昨日のパラスポーツ

の体験会でもデフリンピックの看板であっ

たりとか、あと応援隊のビュー坊がたまに会

場に駆けつけて周知をしてくださったりと

か、あるんですけれども。 

 ただ、一方でやっぱりそういった集まるイ

ベント、スポーツイベントに絡むというとこ

ろも大変重要で、やっていただきたい、本当

にありがたいなと思うんですけれども、やっ

ぱりデフリンピック、せっかく足立区が東京

オリンピックとはまた違って、直接的に関わ

るデフリンピックで、またこのアンケートに

も書いてありますけれども、聴覚障がいの方

だけではなくて、やっぱりこれは本当に様々

な障がいをお持ちの方々との共生社会の実

現に向けての、本当に大きなチャンスの一つ

だと私は思っております。 

 本当に田苗選手自身も、こういったことを

足立区がやってくださっていて、本当に大変

うれしいということも言っていましたし、た

だ一方で、まだまだ認知度が足りない。この

デフリンピックについては、やっぱりスポー

ツを絡めたイベントだけではなくて、この秋

に向けて様々なイベントで、本当に全てにお

いてできれば、全部のところにおいて看板を

立てるなり、ビュー坊にデフリンピックのア

ルバムをぶら下げるなり、本当にたくさんの

方々に興味を持っていただきたいので、様々

な場面で周知をもっともっとしていただき

たいというのがありますので、その点につい

て、区はどういうふうに考えているのか。今

後、やるとは思うんですけれども。 

（依田委員） 

 地域のちから推進部長、依田でございま

す。 

 今、１階のアトリウムには、デフリンピッ

クの関係のパネルを常設で展示をさせてい

ただいています。昨日は、たまたまほかのス

ポーツの開催のイベントだったんですけれ

ども、これから舎人公園のイベントですとか

様々ありますので、せっかくの機会ですの

で、デフリンピックをきちんとＰＲをさせて

いただいて、区民の皆様にお知らせをしてい

きたいとは思っておりますが、なかなか東京

都の実行委員会のほうから詳細な情報がま

だ取れていませんでして、例えば綾瀬の東京

武道館にお客様が入れるのかどうかについ

ても、まだ現状としては把握できていない状

況でございます。 

 分かる範囲でホームページにアップさせ

ていただいたりですとか、ＰＲはさせていた

だきたいと思っておりますが、詳細について

は今しばらくお時間をいただければと思っ

ております。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 デフリンピックについては、ろう協会のホ

ームページにかなり情報が紹介されている

かなと思うんですけれども、そのあたりは何

か、加藤委員、補足していただけるようなこ

とがおありでしょうか。 

（加藤委員） 

 足立区ろう者協会の加藤です。 

 昨日、デフリンピック委員会がありまして、

会議がありました。情報提供をしますね。 

 ボランティア募集については、１月31日付

で終わりました。追加募集はありません。私

自身も申込みしましたけれども、ただ、募集

は6,000人なんですけれども、応募の数が２

万を超えていました。今後どうなるか分かり

ませんが、6,000人です。 

 課題は、手話ができるか。手話ができない

人もいますね、できる人もいます。そこの選

考なんですけれども、それは東京都に任せて
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あります。足立区は関係ありません。また外

国の人からのお客様がいっぱい来ますので、

本当にきちんとコミュニケーションが取れ

るか心配がありますけれども、デフリンピッ

ク、スポーツ委員会、ろうあ団体で頑張って

交渉しています。 

 会場のこと、チケット販売のことなど、ま

だまだ未定で、３月の終わり頃に分かるかな

という状況です。 

 まだいろんなことが、なかなかはっきりし

ないことが多くあります。東京都も、いろん

な業務がありまして、言い訳になりますけれ

ども、デフリンピックばかりではなく、ろう

者の世界陸上など、いろんなイベントがめじ

ろ押しです。まだまだ落ち着かないので、６

月、７月ぐらいになったら、はっきりしたこ

とが分かると思います。私自身も困っており

ますが、今後、足立区のスポーツ振興課と一

緒に、イベントなどありましたら、６か月間

の間、企画をつくって、一緒に私どもも渡し

たいと思いますので、８月は暑いんで、９月、

もし涼しくなってから、大きなイベントで情

報を周知したいと思っています。 

 決まり次第、皆さんにスポーツ関係のほう

からお知らせできると思います。よろしくお

願いいたします。 

（石渡部会長） 

 石渡です。 

 加藤委員、いろいろありがとうございまし

た。 

 ボランティアもそんなにたくさん応募が

あるというのは、すごいなと思ったんですが、

でも昨年の障がい者週間の演者の方もおっ

しゃったけれども、国際手話と言うんですよ

ね。外国の方との間で通ずる手話とかも含め

て、なかなかコミュニケーションが難しいか

なというのはちょっと感じたりしました。す

みません。 

（加藤委員） 

 加藤です。 

 国際手話といっても、外国の人が来ても、

外国の人だって国際手話は分からない人も

多いですよね。自分の国の、自国の手話で表

現する人が多いですね。だから、やっぱり三、

四人で、それこそリレーみたいな形で、国際

手話ができないからといって遠慮するんで

はなくて、食べるだとか、きちんと目で見て

表情、身振りで十分通じますので、もし皆さ

ん、外国の聞こえない人に会ったら、身振り

でコミュニケーションをよろしくお願いい

たします。 

（石渡部会長） 

 石渡です。 

 貴重な情報をありがとうございました。 

 やっぱり、思いを持って分かり合おうとす

ると、身振りとかでも十分分かるということ

ですね。ありがとうございました。 

 それでは、すみません。 

 細井委員。 

（細井委員） 

 高齢者在宅サービスセンターの細井です。 

 私のほうからちょっと１つ、お伺いさせて

いただきたいんですが、実施結果の中の作品

展、ここに令和元年度から６年度までの表が

ありますけれども、来場者数については、こ

こ数年ぐっと伸びていて、一方で、作品の出

品者のほうが、特に団体のほうの数が減って

きている。それに伴ってかどうか分かりませ

んが、作品数も減ってきている状況かと思い

ます。 

 その点で、裏面にも、実際主な意見・感想

の中の一つにも、中学校の支援学級などから

の作品出展が少なく寂しいという、こういっ

た御意見もある中で、減少した原因、あるい

は今後の対応策のほうがあれば、お聞かせ願

いたいと思います。よろしくお願いします。 
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（石渡部会長） 

 お願いします。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 障がい福祉センター所長、山本でございま

す。御質問ありがとうございます。 

 確かに、出品者数も作品数も減ってきてお

りますので、これは障がい者・児の自立と社

会参加の意欲向上という目標に関しては、危

機感を持って、来年度以降、数を増やしてい

こうと考えておるところですが、一部の方に

お聞きしたところ、団体数が減っていますの

は、やはり人材不足なのか、なかなか制作等

の指導に当たるのが大変だとか、そういった

お声もありますし、作品数はそれに伴って

と、あと共同制作というものが増えていると

いうようなことで伺いました。 

 こういったことも受けて、来年度以降は、

大変だというのは重々承知の上でですけれ

ども、今年度やった状況とかを御説明したり

しながら、応募を促していくような、そうい

った作品数の増加、出品者数の増加を図って

いきたいと考えております。 

 これらは、こちら実行委員会方式でやって

おりますので、そちらと連携して頑張らせて

いただきたいと思ってございます。 

（細井委員） 

 ありがとうございます。 

（石渡部会長） 

 細井委員、ありがとうございます。 

 どうぞ、佐藤委員。 

（佐藤委員） 

 親の会の佐藤です。 

 今の件なんですけれども、実行委員会に参

加している団体さんは、いつ頃までに作品を

応募してねみたいな情報はあると思うんで

すけれども、ほかの通所施設とかには、学校

さんも多分そうだと思うんですけれども、特

に応募してくださいというお知らせが何も

来なかったみたいなので、それで広報などに

載せているから、それで自分で確認して、自

分で応募してねみたいなスタンスだと聞い

ておりますので、それだとなかなか出品する

のにタイミングがちょっと遅れると、出品し

損ねたみたいなことになってしまうので、そ

れこそ特別支援学級さんとか、障がい者の方

がいらっしゃる施設なんかには、何か区のほ

うからＰＲとかしていただければいいのか

なと思うんですけれども。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 障がい福祉センター所長、山本でございま

す。 

 御指摘のとおり、関係者の皆様は流れが見

えていて、それ以外の方は急に募集が始まる

というところは、確かにございます。 

 そこで、またこれも実行委員会さんの中で

諮っていきたいと思いますが、必要な決定事

項など少し急いで早めに公表できるように

したいとか、そういった時間、期間のほうを

皆様に持っていただくというようなことも

踏まえて、段取っていきたいと思ってござい

ます。 

（石渡部会長） 

 石渡です。 

 ありがとうございました。 

 私も、細井委員が指摘してくださいました

が、何で作品減っちゃったんだろうと気にな

っていたんですが、やっぱり出していただけ

そうなところに情報が伝わっていなかった

というようなことがあるようですが、佐藤委

員、今の御説明について、何か補足ございま

すか。 

（佐藤委員） 

 なので、いついつ募集しますみたいな募集

要項みたいなもののチラシ、１枚でも作って

いただけると、それを、うちの会でも配布と

かもできますし、募集要項みたいなものを各
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施設にはお渡しいただけるといいのかなと

思います。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 山本でございます。 

 その点も、具体的なアイデアもございます

ので、実行委員会さんと詰めて、早めに取り

かかれるように進めていきたいと思ってご

ざいます。 

（石渡部会長） 

 では、よろしくお願いします。実行委員の

方といろいろ情報を共有すると、何か周知の

仕方なども変わってくるかなと改めて思い

ましたが。ありがとうございました。 

 この点については、蔵津委員など、何かお

気づきのことがあれば。 

（蔵津委員） 

 父母の会の蔵津です。 

 感想なんですけれども、これ、うちの子も

出したんですね。その過程がすごくよくて、

もう家に帰ってくると、必ず今日は何を作っ

た、明日は何を作ると言って、楽しい家族と

いう題名で、うちの子は出したんですけれど

も、その箱の中に、いろんな家族とか犬とか、

そういうのも１つずつ作って、すごく何か、

その作っている間がすごく、通所に行ってい

ても楽しそうだったので、この事業はすごく

いいなと思っています。今後ともよろしくお

願いいたします。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 という、とても障がいがある方にとっても

意味のあるイベントだということですので、

ぜひ周知に漏れがないようにしていただき

たいと、改めて思いましたが。 

 ほかに何かお気づきの委員の方、いらっし

ゃいますか。 

 それでは、また何かお気づきでしたら、後

でも結構ですので。 

 では、次の議題にいきたいと思います。 

 資料の６ですね。私も拝見して、とても興

味深く、この資料の６について、絆づくり担

当部長の五十嵐部長からお願いいたします。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 絆づくり担当部長の五十嵐です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 私からは、報告事項の５番について御説明

いたします。 

 別冊でお配りしてあります、資料６－１、

Ａ４横向きのもので御説明をさせていただ

ければと思います。 

 こちらについては、東京都監察医務院から

の令和５年分のデータがまとまったので、御

報告するものでございます。昨年、こちらの

会議で御指摘いただいたものを修正したり、

また新たなデータを取得できたり、別の視点

で分析等を進めさせていただきました。 

 まず、１ページの表紙の中ほど下に、当分

析では、「単身者の自宅での不自然死」を「孤

立死」と定義しますということで、昨年まで

は、一昨年度は死亡としていましたが、みと

られて、医師が検死したものも含まれるよう

に間違えるのでということで、今年から監察

医務院が使っている不自然死というふうに

修正をさせていただきました。 

 ３ページをお開けください。 

 月別の一覧が載っておりますが、令和５年

は合計が一番多くなっているのと、縦で、月

ごとで見ますと、１月、４月、５月、６月、

９月、10月と、この８年間で一番多くなって

いるというような状況でございます。 

 下の折れ線グラフを見ていただくと、夏と

冬に多いという傾向は変わらずでございま

す。 

 ４ページをお開けください。 

 右側のほうですけれども、夏、猛暑日が多

くなると、孤立死の数も増えているというと
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ころです。 

 次の５ページですけれども、こちらのデー

タだけは、足立区ではなくて、特別区全体、

それも単身・複数世帯を含んでおります。こ

ちらのほうは、これも右のほうですけれども、

エアコンが使用できる状況であった熱中症

死亡者のうち、約88％がエアコンを使用して

いなかったという状況でございます。 

 次、ちょっと飛びまして８ページ、御覧い

ただければと思います。 

 性別による孤立死の傾向です。昨年までは、

男女別の高齢者人口を分母にして、この左側

の孤立死の割合を出していたんですが、今回、

単身高齢者の数を把握することができまし

たので、その単身高齢者を分母にしますと、

女性のほうが多くいらっしゃいますので、そ

の割合が昨年の2.8倍から、今年は3.7倍に増

える、高くなったということです。男性の孤

立死の割合が高いということです。 

 ９ページを御覧ください。 

 左側のグラフですけれども、実線で書いて

あるのが、亡くなってから７日以内に発見さ

れた割合、破線のほうが30日以内でございま

す。死後７日以内に発見される割合が、おお

むね女性の８割、男性が６割となっておりま

す。コロナ禍以降、７日以内の割合が低下し

ているように見えております。 

 右側についてです。従来から言われており

ましたけれども、７日以内に発見されたとき

の発見者ですけれども、男性は家族親族の割

合が少ないというような状況が分かりまし

た。 

 10ページをお開けください。 

 こちらのほうは、高齢者全体と、孤立死と

の死亡の平均年齢を比べてみました。上にあ

る破線のほうが、住民基本台帳データから取

ったものでございます。下の実線が孤立死で

すけれども、孤立死について、特に男性のほ

うが早く亡くなっているというような状況

でございます。 

 最後、次の11ページですけれども、こちら

が令和５年のデータを基に、足立区の人口推

計に当てはめて推計したものでございます。

高齢者人口のピークが令和47年と言われて

いますので、そこに向けて孤立死の数も増え

ていくのではないかというふうに推計され

ております。これ、白黒で見づらいんですけ

れども、このグラフの一番下が、凡例の65歳

から74歳の男性、その上が女性、その次が75

歳から84歳の男性というふうに、順番で記し

てございます。 

 以上のように、孤立死される方の数とか、

発見までの日数とか、男女差が明らかになっ

ておりますので、引き続き男性が参加しやす

い居場所を地域の中につくっていこうとい

うことで、働きかけてまいりたいというふう

に考えております。 

 報告は以上でございます。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 私も、こういう情報は非常に初めてのこと

が多くて、興味深く拝見しましたが、委員の

皆様いかがでしょうか。 

 どうぞ、佐々木委員。 

（佐々木委員） 

 区議委員の佐々木でございます。 

 年々、この資料を見ていくと、年々孤立死

をされる方が増えていて、令和５年、昨年は、

非常に猛暑だったこともあって、一番多い、

最多となってしまったということがござい

ますが、エアコン設置費助成もやっておりま

す。家に１件もないという方のところには、

高齢者の方に対して、該当者の方に対しても、

エアコン設置の助成はしている。あと、浴室

暖房の設置費の公費助成のほうをやっては

います。 
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 ただ、やっぱり、ここに、３番に書いてあ

りますけれども、エアコンが使用できる状況

であったけれども、エアコンをお使いになっ

ていない方がかなりいらっしゃる。昨今、電

気代も上がっていますし、もったいない、そ

れから冷たい風が直接自分の体に当たるの

は好きじゃない、それからそんなに暑いとは

感じないという方も中にはいらっしゃる。そ

ういったところを、どのようにしてエアコン

を使っていくようにしてもらうかというこ

とに関しては、何か工夫はございますでしょ

うか。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 絆づくり担当部長です。ありがとうござい

ます。 

 エアコンの使用について、今、御意見いた

だきまして、こちらについてはやっぱり暑さ

を感じにくいという方が、地域包括の職員に

聞くと一番多い意見ですので、その辺を視覚

的に暑さが分かるようにということで、佐々

木委員からの御提案もありまして、デジタル

の温湿度計とかというのを今年度から配り

始めました。 

 ただ、デジタルは、御高齢の方にちょっと

セッティングが難しいというようなところ

もあって、令和７年度はアナログ式の温湿度

計に変えて、それで安くなったので数も増や

してということを今考えております。 

 そういったことで、なるたけ暑さに気づい

ていただけるようなこと、あと温湿度計のほ

かに、夏場にうちわを配ったりするんですけ

れども、昨年からまた取っ手をつけてうちわ

を作ったところ、なかなか好評を得ています

ので、そのうちわにもちょっとエアコンをつ

けるのにつながるような、ちょっと強めのメ

ッセージを入れられないかということで、今

検討しているところでございます。 

（佐々木委員） 

 ありがとうございます。 

 なかなかエアコンを使っていただけない

ところに関しましては、地域包括の職員の皆

さんのほうの方の見守りでいただいていま

すし、そういったところで、危ないですよと

いうことを宣伝をしていただければという

ふうに思っています。 

 特に、亡くなってから、もうそれこそ１か

月とかという形で発見されないということ

は、やはり本当に大変申し訳ない事態だなと

いうふうに思っています。区も孤立ゼロプロ

ジェクトをやっていますし、緊急通報システ

ム等、高齢者の見守りサービス助成、これは

機械的な形で高齢者を見守る２つの施策も

あります。区のほうもやっていらっしゃいま

すけれども、ここら辺はどの程度、今、現状

は使われているのかというのは、高齢者は65

歳以上で16万人以上いらっしゃいますから、

そういった方ではどの程度お使いになって

いるか、お分かりになりますか。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 ちょっと今、数字は持ち合わせてこなかっ

たので、どのぐらいというような適切な数字

が、正確な数字は分からないんですけれども、

17万人、高齢者がいるうちの、でもそれぞれ

事業がありますので、皆さん、選んで使って

いますので、何千人単位での使用にとどまっ

ているとの記憶でございます。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（佐々木委員） 

 すみませんね。緊急通報システム自体は、

非常にセンサーもつけて、それから何かでは

通報ボタンもあるし、24時間センサーの前を

通らなければ警備会社から電話がかかって

きてというような形で、これは一切お金はか

からなくなりましたので、これのニーズは非

常に高いというふうに思っています。 
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 ただ、これも、単身だけれども、慢性疾患

がないとサービスを導入してもらえないと

いうことがあって、先日、91歳の方が申し込

んでも、薬を全然飲んでいないので駄目よと

言われちゃったんですけれども、そういった

ことも、高齢という部分ではそれ自体がリス

クですから、そういったことも一定年齢以上、

お申込みが可能となるようにしていただけ

ればということも、以前に要望をさしあげま

したけれども、そういったところはいかがで

しょうか。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長です。 

 緊急通報システム、今、委員から御紹介あ

りましたものですけれども、もともと消防庁

がやっていたものを引き継いで、区のほうで、

今どの自治体でもやっているものですけれ

ども、そのときは発作のある人ということで

限定されていました。発作のある人は、いつ

発作があるか分からない。その方が、発作が

起きそうというときにボタンを押すと、救急

車が来て病院に運んでいってもらえるとい

うものだったんですが、発作だけではなくて、

それを消防庁の事業の中で慢性疾患まで拡

大してやったというところがあります。 

 今、それを区のほうでは、都の補助を頂き

ながらやっておりますので、この緊急通報を

その条件以上やるということは、ちょっと補

助金をもらえなくなってしまうということ

もありますので、補助は有効活用しなければ

なりませんので、もう一方の同じような事業

なんですけれども、見守りサービス事業とい

うのがございますので、そちらのほうで、そ

の要件にかかわらず、また年齢もかかわらず、

皆さんに御利用いただける方法がないかと

いうことで、今検討をしております。 

 ちょっと７年度当初からのスタートは難

しいんですけれども、今検討しておりますの

で、皆さんが安心して使えるようなサービス

は、この後、検討後、皆さんにお知らせして

いきたいというふうに考えております。 

（佐々木委員） 

 高齢者見守りサービス助成は、いろんな機

械の導入には１万3,500円を区が助成して、

月々の1,000円程度のサービス利用費に関し

ては、区が助成するという制度になっていま

す。 

 これも、様々な民間サービスが出てきてい

ますので、使い勝手はいいんだろうというふ

うに思うんですけれども、これも緊急通報シ

ステムと、今これを緩めるとおっしゃってお

られましたけれども、緊急通報システムとは

同じ要項で、やはり何らかの病気がないと使

えないというふうになっていた。これは、じ

ゃ外してもらえるという理解でよろしいん

でしょうか。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 今、まだ検討段階でございますので、はっ

きりとは申し上げられませんが、広く使える

ような形、皆さんが使えるような方向で検討

しております。 

（佐々木委員） 

 緊急通報システムは、かなりお金がかかる

システムだろうというふうに思いますけれ

ども、そうはいっても、何らかの見守りが欲

しいという方はたくさんいらっしゃいます

ので、そういう部分では、この高齢者身見守

りサービス助成を、一つ条件を緩めて、いろ

いろと使えるようにしてしていただければ、

自宅で亡くなる、もしくは非常に苦しんでい

るというときに助かるということもあるか

と思いますので、これはぜひお願いをしたい

と思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 私からは以上でございます。 

（石渡部会長） 
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 佐々木委員、ありがとうございました。大

事な御指摘をいただきましたので。 

 ほかに。 

 山下委員、お願いいたします。 

（山下委員） 

 医師会の山下です。 

 貴重なデータをありがとうございます。１

つ教えていただきたいんですけれども、３ペ

ージ目の高齢者孤立死者数なんですけれど

も、一番右の欄で、1,000人当たりの孤立死

の数が、5.5人から7.7人に増えていると。単

身高齢者の人口が５万1,000人から６万

1,000人、1.2倍しか増えていないのに、孤立

死者数は282人から474人に、1.7倍ぐらいに

増えていると。これは、なぜなんでしょうか。 

 ここの、なぜ、こういうふうに増えている

かをはっきりしないと、11ページ目のところ

ですね、この将来の予測は、これも令和５年

度だけを参考にして、その割合と同じように

計算したというふうになっていますけれど

も、あまり意味がない予測になってしまうん

じゃないかと思って、ちょっとお伺いしまし

た。 

（石渡部会長） 

 お願いします。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 絆づくり担当部長です。 

 この1,000人当たりの率が増えたというの

が非常に残念なんですけれども、何でかと考

えたときに、ちょっと資料の16ページを御覧

いただければと思うんですけれども、単身高

齢者の人口の10歳ごとといいますか、年代ご

とに分けているんですが、85歳以上、要は年

齢が高くなるほどに、この割合が増えている

んですよね。65から74というのは逆に下がっ

ているぐらいですけれども、年齢層の上の方

が増えているというのが、きっとそれが数に

つながっているんではないかなというふう

に思っております。 

 あと、先ほど佐々木委員からもありました

けれども、ここ令和４年ぐらいから本当に夏

の異常気象とか、その辺の関わりもあるのか

なというのは、これはあくまで想像ですけれ

ども。 

 年齢が今高くなっているというのが、一番

の原因というふうに思っています。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（山下委員） 

 ありがとうございます。 

 この監察医務院のデータですと、死因が発

表されると思うんですね。すなわち、内因死、

外因死。そうすると、例えば外因死が増えて

いるならば、例えば転んで頭を打ったとか、

あるいはお風呂で溺死したとか、それであれ

ば、住宅環境の改善とか、そういった対策を

取れると。 

 あるいは、自死、自殺が増えている理由な

らば、それはそれでまた別の支援が必要だろ

うと。 

 ただ、この内因死が増えているとしたら、

私の患者さんでもよく独り暮らしで、このま

ま夜寝て、朝起きないで、そのまま死んでい

たら、こんなに幸せなことはないというふう

な患者さんも結構いらっしゃいます。そうす

ると、そういう意味で、そういった孤立死は

ある意味問題ないと。１人だと見つからずに、

数日たって見つかると、これは警察対応で検

死になりますので、どうしてもここに含まれ

ちゃうわけですよね。 

 だから、そういった死因の分析もしていた

だいたほうが、率は下がるんじゃないかと。

対策につながるんじゃないかと考えます。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 
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 そのあたりの分析は。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 まさに死因で分析できれば、我々としても

非常に説得力のあるようなデータがつくれ

るのかと思ったんですけれども、医務院で検

案したときの状況が全部そのデータに落と

されているんですが、昨年死因を分析してみ

たら、「その他虚血性心疾患」というのと、

「その他」みたいなのがどーんと多くて、ほ

かの死因で分析しようと思っても、なかなか

ちょっと難しいなというところがありまし

た。 

 その辺はまた、今後もう一回死因でどうい

ったことが分かるのか、ちょっともう一回や

ってみたいと思います。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございます。 

 では、医師会の先生方ともいろいろ御協力

が必要になってくると思いますので、お願い

いたします。 

 どうぞ。 

（福岡委員） 

 しらさぎの福岡ですけれども、山下先生の

おっしゃるとおりで、もし減らそうというふ

うに考えていらっしゃるんでしたらば、もう

ちょっと属性を、例えば高血圧があるないと

か、足立区出身だとか、ないとか、友達がゼ

ロ、１、２、３、４、何人だとか、老人会に

入っているのか、入っていないのか、高齢者

健診を受けている、受けていないとか、少し

属性を捉えて分析しないと、単にある程度の

数まで絞れないので、全員に対して施策とい

うのは当然打てないはずだと思いますので、

特にリスクの高い方に対してどうアプロー

チするかということを分析するためには、お

っしゃるとおりで、もうちょっと属性に関し

て分析をされないと、前に進まないんじゃな

いかなと思いますけれども、いかがでしょう

か。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 ありがとうございます。 

 そうですね、そういったことができれば、

そういうふうに、やれるものならやってみた

いというところなんですけれども、これ、個

人を特定できないデータとして頂いていて、

先ほど言いました検案したときのデータし

かないので、例えばその亡くなったときの死

因より前に何か病気を持っていたかとか、そ

ういったのもちょっと分からないんですね。

要は、当然交友関係も分からないということ

ですので、ちょっと今のデータでさらにどう

いった分析ができるのかについては、また検

討をしていきたいというふうに考えてござ

います。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 山下委員、亡くなるときって、ドクターが

検死されますよね。そういう情報を何か行政

のほうに提供できるみたいなことって無理

なんでしょうか。 

（山下委員） 

 おっしゃいますように、そうですね、私も

やっているんですけれども、例えば病気で往

診していて、家で亡くなったと。ヘルパーさ

んが入って、病死でみたいな連絡が来ると。

我々が行って、明らかな病死なら、我々でお

みとりになるはずです。それは行政のデータ

には全く反映されず、普通に病死という形に

なります。 

 ただ、例えば日曜日に死んじゃって、我々、

医師に連絡がつかなかったと。普通、24時間

連絡つくようにはなっているんですけれど

も、連絡がつかなかったり、あるいは最初に

発見した人が慌てて救急者を呼んで、警察対

応になると。そうすると、基本的には警察署

に行きます。そこで、通常は翌日に監察医務



19 

 

院から監察医がやってきて、死亡診断をする

と、死亡検案するという形で、これは監察医

務院の案件になるんですね。 

 ところが、中には、これ、先生が診ていた

患者で、明らかに事件、事故死性はないから、

先生のほうでやってくれないといえば、私、

警察署まで行って、死体安置室で死亡診断し

て。これは、どういう扱いになるのか。警察

は把握するわけですよね。でも、監察医務院

の数字には上がってこないはずなんですね。 

 だから、そういういろんなケースがあると

思います。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 この関連では、ほかに何かお気づきの委員

の方、いらっしゃいますでしょうか。 

 あと、じゃ、すみません、先に、倉田委員、

お願いいたします。 

（倉田委員） 

 歯科医師会の倉田です。 

 先ほどの山下先生のお話にあったように、

お医者さんにみとられて亡くなった孤立死

の方は、お医者さんが死亡診断書を書けばい

いんですけれども、病院にも通っていない、

あとはお家で亡くなられて、事件性がないも

のについては、我々歯科医のほうに、その個

人の特定できますかということで御相談が

あります。それが、今回は高齢者の話ですけ

れども、最近、月に１回か２回は必ずあって、

高齢者に限らず、若い人、40代、50代ぐらい

で孤立死をしてしまって、この身元を特定し

てくださいという方が増えてきているんで

すよ。 

 なので、この問題については、先ほどから

お話がありましたように、エアコンとお風呂

で、熱中症で亡くなる方が多いから、エアコ

ンをなるべくつけるように、お部屋に温度計

をつけるというのは非常にいい得策だと思

うんですけれども、最近では、年齢にかかわ

らず独身の方が多くて、孤立死される方が結

構多いということだけ、お知らせしておきま

す。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 年齢にかかわらずですね。 

 あと。お願いします、横田委員。 

（横田委員） 

 区議会議員の横田です。 

 ちょっと、今の医学的なこととはちょっと

違った視点からなんですが、やはり今、報告

があったように、区でも様々な努力をされて

いて、エアコン設置助成とか、浴室暖房です

とか、それからあともう一つは、涼みどころ

というのを去年から始めて、そこで暑さをし

のぐという制度をやってきていると思うん

ですが、やはりこの死亡の年齢なんかを見て

も、孤立死をしている方は普通に亡くなる方

の、男性は76.1歳ですね。 

 それから、女性は81.3歳とか、５歳から７

歳近く早く、全体よりも、平均寿命よりも早

く亡くなっているということでは、やっぱり

こういった細部のところで、孤立を抑制して

いく、孤立じゃなくて、孤独死を抑制してい

くということもあるけれども、やはり、先ほ

ど提案もありましたけれども、そういった居

場所づくり、そういったものが本当に重要な

んじゃないかなというふうに思っていまし

て、涼みどころの話をしましたけれども、そ

ういうところにいつでも誰もが、どんな世代

の方でも寄って、涼んでいられるですとか、

それから大人食堂ですとか、体操でもサロン

でも何でもいいですけれども、そういった人

たちがよりどころになるような、そういう人

と会うような、そういったところをつくると

いう、そういうものが必要なのではないかと

いうことで、方針として、今後の検討課題と
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いうことで書かれておりますけれども、そう

いった方向をぜひ検討していっていただけ

たらなというふうに思いました。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 まさしく、そういった居場所を増やしてい

けるようにということで、依田部長いますけ

れども、住区センターも、地域学習センター

も同じ部内の施設ですので、そういった施設

を効果的に使えるようにも役所の方ではし

ていきたいですし、地域の方々による居場所

についても支援できるようにやっていきた

いというふうに考えております。 

（石渡部会長） 

 ほかには何か。 

 どうぞ。 

（吉田委員） 

 区議会議員の吉田こうじでございます。 

 先ほど、山下先生とか、先生たちからいろ

いろ御指摘あったんですけれども、やはりふ

だんから基礎疾患があったかどうかという

のは、物すごく大事になってくるんじゃない

かなと思うんですね。 

 今、これ、監察医のデータだと思うんです

けれども、男性か女性かとか、そのときの気

温とか、そういうのというのは確かに分かる

んですが、エアコンについて、例えばそれが

設置されていたか、いなかったかとか、設置

されていても、ついていたか、ついていなか

ったかというところまでのデータが出てい

るんであれば、やっぱり対策を考えるよりは、

国がそれを、具体的な対策を打ってくれると

いうことがない限りは、区のほうからも、や

はり、例えば基礎疾患があったかどうかとい

うこととか、その辺のことぐらいは教えてく

れよというのを、やっぱり要望していったほ

うがいいんじゃないかと思うんですね。 

 そういうのがないと、本当に一般的な対策

しかできないし、本当に孤立死を下げていく

んだという思いがあるのであれば、やっぱり

その辺はいろんな方法を使って要望してい

くべきだと思うんですけれども、その辺につ

いては、見解はいかがでしょうか。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 そういったデータが頂けるのかどうかと

いうのもあるんですけれども、今言っている

のは、個人が特定できない形でデータを頂い

ているというのと、その検案の調書の中に基

礎疾患があったかどうかというのまである

のかというのは、ちょっと把握できていませ

んので、その辺はちょっと監察医務院のほう

にはお尋ねしてみたいと思います。 

 孤立死を減らすというのが、そうあればい

いんですけれども、万一亡くなったときに早

く発見できるような、そういった体制のほう

に注力をしていきたいというふうに、今は考

えているところでございます。 

（石渡部会長） 

 どうぞ。 

（吉田委員） 

 さっきお話ありました、本当に我々の知っ

ている人も、もうかかわらないでくれと、１

人で俺は死んでいくんだみたいなことを言

って、本当に１人で死んでいっちゃった人、

いらっしゃるんですけれども、やはり望まな

い形でお亡くなりになる方がやっぱり多く

いらっしゃるんであれば、１人でも減らして

いこうという、そういうことのために、また

周りの方々のちょっとした手違いで、何日間

も見つけることができなかったという場合

もありますので、やはり減らしていこうとい

う、そういう思いというか、減らしていこう

という区の方針があるからこそ、こういうデ

ータを出していただいていると思いますの

で、国のほうの施設とか、国のほうの機関と
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はいえ、その辺の分かっている範囲のデータ

は教えてもらわないと対策は打てないよと

いうことも含めて、少しプッシュしていただ

けるように努力していただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

（石渡部会長） 

 どうぞ、お願いします。 

（依田委員） 

 地域のちから推進部長でございます。 

 この孤立死対策については、２つあると思

っています。今、各委員から御発言のとおり、

孤立死を少しでも減らしたい。そういった意

味では、監察医務院のほうから頂けるデータ

がもうちょっと増えれば、そこの研究ができ

るということであれば、それについては監察

医務院に御相談してみたいと思いますが、

我々のために新しい調査項目を足してくだ

さいとは、やはりできませんで、今持ってい

るデータで、もう少し何とかありますかとい

う御相談はできるかと思っております。 

 もう一点なんですけれども、やはり孤立死

されてしまった方、孤立死になってしまった

方が１日でも早く発見してもらえるような

取組、実は何年か前に、一戸建ての御夫婦と

お会いして、お話をお聞きしたんですけれど

も、その御夫婦の一戸建てのリビングの真横

がアパートで、リビングの真横の部屋が３人

続けて孤立死だったと。やはり、孤立死をさ

れている方がいるのに、我々リビングにいて

気がつかずに楽しく過ごしていた。心が痛む

というお話をお聞きしまして、やはりそこの

ところで、早く見つけられるような取組をや

っていくんだということが大事だと思って

おりますので、この２つについて、早く見つ

けてさしあげられるように、また孤立死する

方が１人でも減るようにというところに取

り組んでいきたいと思っております。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 あと、すみません。 

 加藤委員、どうぞ、お願いいたします。 

（加藤委員） 

 足立区ろう者協会の加藤です。 

 ろう者の孤独死について、亡くなった方が

２人いたんですね。会員である人と、会員で

ない人がいたんですけれども、非会員の方も

いたんですね。自分で聞こえないからコミュ

ニケーションもできない。手話が分かる人が

いないと言って、行ってもちょっと聞こえな

い人だということで、何かみんな遠慮されて

しまうと。友達もつくらないということで、

私なんか死んでもいいみたいな感じだった

んですね。 

 私たち、会員の人たちは、病気をやっても

いろんな人たちと会って、手話を一生懸命覚

えたりして、手話の習得もやっていて、非会

員の方というのは、手帳を持っている人は

2,000人はいるんですけれども、難聴の方と

合わせると8,000人ぐらい、１万人ぐらいい

らっしゃるんですね。手話というものが分か

らないと、コミュニケーションはできないと

いって諦めちゃう。私は、そういったことは

要らないなんて言う人もいるんですね。 

 10年前、私から要望して、出前講座という、

手話講座のいろいろなものを頑張ってやっ

てきたんですけれども、そういった講座もな

くなってしまった。地域包括支援センターの

ほうでもやっていないということで、前、課

長さんとかが頑張ってそういったことをや

ると言っていたんですけれども、そういった

取組もなくなってしまった。地域包括支援セ

ンターのほうでも、改めて私からお願いした

いです。不安というわけではないんですけれ

ども、一緒に手話ができる人を増やす、耳が

聞こえない人、特性とは何かということを話

せない人が、筆談はするんですけれども、や
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っぱり内容は伝わりにくいということとか、

そういったことを、やっぱり言語ですね。手

話というのは日本語ではないんですね。絵を

見るような、視覚的な言語なわけです。です

から、絵を見て、視覚的な言語ということで、

聞こえる人が絵を描くような感じですね。そ

ういった感じで、言葉が分からなくても、筆

談で視覚的な情報として通じるようにやっ

てほしい。 

 私は、新しい言葉を一生懸命勉強していま

すけれども、やはり個人の人は遠慮したりし

て、私は１人でもいいんだみたいな考え方の

人も結構たくさんいらっしゃるんです。だか

ら、せめてやっぱり足立区民として、耳の聞

こえない人たちの特性というのをやはり普

及して、知っていただきたいと思うんですね。 

 行政の方たちにも本当にお願いしたいで

すし、手話講習会とか勉強会、簡単な、通訳

者を目指すというわけではなくても、痛いと

か、危ないとか、元気とか、簡単な言葉だけ

でも覚えてほしいなと、覚えていただければ

ありがたいなと思います。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 加藤委員、ありがとうございました。 

 聞こえない方の場合は、本当にコミュニケ

ーション伝わらないというところでいろん

な問題があるので、ぜひそういうところにも

ということはお願いをしたいと思います。 

 あと、すみません、個人的な意見なんです

が、民生委員さんとお会いをすると、やっぱ

り民生委員さんの体験として、今月何人、孤

立死の人に会ったみたいなお話が伝わって

きて、民生委員としてもとてもつらいという

ようなことをおっしゃるんですよね。 

 ですから、結構民生委員さんが、お一人で

暮らしている方のところには通いつつ、状況

を把握してみたいなところがあるので、ここ

の委員には民生委員さんは入っていらっし

ゃらないんですよね。何かやっぱり、民生委

員さんとの情報共有みたいなところは、実際

のところ、大事かなというのが、すみません、

意見の１です。 

 あと、もう一つ、今もうちょっと加藤委員

がおっしゃったあたりとも関わるんですけ

れども、絶対死は来るわけですから、割と今、

エンディングノートを書くとか、終わりの終

活みたいなところが、高齢者の間では何か一

つ話題になっているかと思うんですけれど

も、行政からは、かなり、そういう最期をど

うするかみたいなところで働きかけている

自治体もありますよね。何か、そういう働き

かけみたいなのをしていくことが、孤立死み

たいなところを防ぐことにもなるのかなと

思ったりもするんですが、足立区は何かやっ

ているんでしょうか。 

（五十嵐絆づくり担当部長） 

 まず、１点目の民生委員との関わりについ

てお答えさせていただきます。 

 孤立プロジェクトの中で、民生委員さんは

全員、専門相談協力員という位置づけになっ

ておりまして、こういった今日御報告した中

身も、３月の合同民協のほうで説明したりと

かはさせていただいております。 

 あと、孤立プロジェクトの推進連絡会とい

う、やはり学識の方とか、関係団体、その会

議が来週あるんですけれども、そこには民生

委員の代表の方も入っていただいておりま

すので、民生委員の方とは情報共有しながら

やっているというところでございます。 

（瀬崎医療介護連携課長） 

 医療介護連携課長の瀬崎でございます。 

 老い支度の部分につきましては、私ども、

地域包括支援センターに業務委託をする中

で、家族介護者教室において、じぶんノート

を活用した老い支度講座をやっていますし、
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また今年から区のＡ－Ｆｅｓｔａですとか、

千本桜まつり等で、じぶんノートを一緒に書

きながらという形の啓発を始めたところで

すので、またそのような御意見を聞きながら、

より分かりやすく伝えていきたいなと思っ

ています。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 このあたりは、高齢の分野から何か、今の

包括の話なんかもありましたが。 

 橋本委員、何かありましたら。 

（橋本委員） 

 特別養護老人ホーム、橋本です。 

 やはり、老い支度というところでいうと、

うちも地域包括支援センターを持っており

ます。持っているというか、運営しています

けれども、やはり最近すごくエンディングノ

ートという質問も来るようになりましたし、

やはり施設でも、みとりとかをしっかりやっ

ていくことが増えてきたというのが実際で

はあります。 

 やはり、ここ最近の異常気象もそうですし、

やはり近くの団地も、世帯数が300から500ぐ

らいの感じで、毎週１人とかやっぱり亡くな

っていて、多いみたいな感じでお話を自治会

長から聞いたこともあります。 

 やはり、我々介護事業所としては、そうい

った自治会の方、会長も含めてですけれども、

そういった方たちとの連携をやはりやって

いって、情報をやはりいろいろ聞いて、疾患

面もありまして、ちょっと心臓が悪いとか、

そういったものをまた聞きながら、やはり

我々、包括も含めて、施設と自治体との連携

をして、やはり減らしていくという対策も今

後必要になってくるのかなというふうに思

って聞いておりました。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございます。 

 ぜひ、またそんな動きが広がっていくとい

いなと思いましたが。 

 あと、この議題について何かお気づきの委

員の方、いらっしゃいますか。 

 そうしたら、取りあえず今日用意していた

議題については終了ということになるんで

すが、まだ御発言しそびれているお立場で、

山根委員や戸部委員、小鮒委員、何かござい

ましたら、日頃の生活の中で何かちょっと。 

 お願いいたします。 

（小鮒委員） 

 足立区精神障害者家族会、小鮒です。 

 障がい者週間のお話があったと思うんで

すけれども、基本的に来場者の方に障がい者

の対応はどういうものか、出会っていただい

て、障がい者の方でも前向きな方は作品を展

示したりですとか、ダンスで発表したりする

んですけれども、実際に表に出られない障が

い者の方ってたくさんいると思うので、実際

に障がい者はいろんな障がい者のタイプが

あって、どんな問題が起きているのかとか、

そういったことをちょっと展示するような、

ちゃんと、楽しいことばかりではなくて、実

情を知っていただいて、いろんな方に協力で

きるような、地域社会ができるような取組を

していただければなというのは思いました。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございます。 

 やっぱり、そういう視点も、障がいの理解

というところでは大事になってきますよね。

ありがとうございます。 

 戸部委員や山根委員、何かございますか。

特に、山根委員はよろしいですか。 

 戸部委員、何かございますか。 

（戸部委員） 

 じゃ、すみません、視力協会の戸部と申し

ます。 
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 今、孤立死のことは、実は私のすぐ隣のア

パートでも、孤立死というのは過去に１人あ

りました。それから、私の、うちの視力障害

者協会の会員でもかつて１人いました。それ

から、それ以外で、足立区とは関係なく、広

い範囲で３人ぐらい、私の知り合いが孤立死

しています。 

 結構、自分の身の回りですごく多いなとい

う印象を持っていて、この今日の資料を見て

いても、相当いるんだなというのは何となく

印象を持ちました。 

 私どもは、私の個人的なことですが、私の

家庭は夫婦が視力障害なもんですから、ほぼ

私が全盲で、うちの妻もほぼ全盲に近い状態

になってしまいました。今まで見えていたん

ですけれどもね。そういう状況で２人で暮ら

しているもんですから、万が一、何かそうい

う突発的な事故が、孤立死ばかりじゃなくて、

急病でも一緒なんですが、というときが、や

っぱり非常に不安です。 

 それで、特に災害ですね。震災とか水害と

か、そういう緊急性を要する避難なんていう

と、やっぱり一番ちょっと怖いですというの

が正直なところで、いつも思っているのは、

ふだん地域のコミュニケーションというの

はそんなにないんですよね。近所の方と少し

知り合いではありますけれども、でもそれほ

ど深く、昔と違って、付き合いって今しない

ですから、やっぱり行政を通じて、民生委員

さんとか、そういう関係の方とコミュニケー

ションが取れたら、我々も、もうちょっと気

が楽なのかなというような気がしています

が、残念ながら、自分の地元で民生委員さん

が、どの方が民生委員かも僕は知らないしと

いうこともあるんで、ちょっとそういう弱者

というか、障がい者という立場では不安を持

っておりますというのが、今日の会合での私

の感想というか、意見です。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 戸部委員、ありがとうございました。 

 先ほど加藤委員からもありましたけれど

も、なかなか情報が入りにくいというお立場

の方への、どういう支援が必要かみたいなと

ころは、大切かと改めて思いましたが。 

 あと、何か情報提供とか、そういう点では。 

 どうぞ、お願いしたします。 

（福岡委員） 

 議題から外れちゃうんですけれども、よろ

しいでしょうか。 

 介護保険課に、昨年末、大型の特養が開設

していると思いますけれども、現状の稼働率、

幾らぐらいでしょうか。 

 分からなければいいんですけれども。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長の半貫です。 

 ちょっとすみません。稼働率までは分から

ないんですが、入居された方は少ないという

状況ではあります。 

（福岡委員） 

 その理由は何でしょうか。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 ちょっと理由まできちんと分析はできて

はいないところですけれども。 

（福岡委員） 

 特別養護老人ホームは、多額の公費をかけ

て、待っていらっしゃる方がたくさんいらっ

しゃるということで、整備したと思いますけ

れども、恐らく介護職員が集められなくて稼

働ができていないんだというふうに推測い

たしますけれども。 

 箱物に多額の公費を投入も、それは結構だ

と思いますけれども、初め、介護職員のため

に家賃補助をやろうという話も聞きました

けれども、むしろもっと積極的にその家賃補

助、あるいは処遇改善、要するに介護で働く
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人たちを増やせるような施策を打たなけれ

ば、施設だけどんどん造っていっても、実際

には稼働しないということになりますので、

私ども、老健とか特養というのは、施設で一

定数の介護士がいないと仕事はできません。

しかし、今介護士志望というのは減る一方で

なかなか増えることがないというのが現状

ですので、ちょっとそのコストの使い道とい

うのを御検討いただければありがたいとい

うふうに思います。これは要望です。 

（半貫高齢者施策推進室長） 

 高齢者施策推進室長です。 

 御要望、分かりました。 

 家賃補助なんですけれども、区のほうで、

今、委員からもお話あったように、なかなか

若い方が介護の現場のほうに入ってこない

というところもありますので、足立区で働い

ていただきたいと、特に若い方を、足立区で

働いていただきたい。そうすると、各施設の

ほうで人を募集する際に、足立区だと家賃補

助をしてもらえるよというようなアピール

ポイントにしていただきたいなという思い

もあって、今回、若い34歳以下の方々を対象

にということで考えました。 

 また、５年間ということですので、定着の

部分もそれで図っていただきたいという思

いで、事業を始めていきたいというふうに考

えておりますので、その部分は御理解いただ

ければなと思います。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 そうしたら、行政委員の方で発言されてい

ない方もいらっしゃるんですが、最後のまと

めを副部会長の酒井先生にお願いしたいと

思います。 

（酒井副部会長） 

 いつもこっそり帰ろうと思っているんで

すけれども、指名ですので。 

 今日、気がついた点、何点かお話させてい

ただきたいんですが、この結果分析、孤立死

のこれを見て、とても有意義な統計資料だな

と思ったんですが、７ページのところに、死

亡直前の状況別とあるんですね。それが重要

だと僕は思っているんです。 

 なぜかというと、データ分析の表の孤立死

の定義があるんですけれども、不自然死が孤

立死なんですね、自宅での。当然、孤立死の

場合も、当然自然死と不自然死があるわけで

すけれども、孤立していると死亡原因分かり

づらくなるので、必然的に不自然死になるわ

けですね。ですから、孤立死を防ぐというの

は、社会全体で、区で、都で、国で、地域で、

孤立の方とどう付き合っていくかというの

が、この孤立死の問題なので、この絆づくり

のデータ分析というものは、その地域の福祉

の集大成なのかなというふうに思った次第

です。 

 例えば、７ページのこの死亡直前の状況別

を見ると、就寝中と入浴中の死亡者が多いわ

けですけれども、当然夏場と冬場ですね、寒

暖の差で明確に表れているのが、就寝時と入

浴中というものだと思うんですね。当然、最

近もよくニュース出ていますけれども、就寝

中、入浴中の死亡が発見されても、死亡原因

というものは最終的に分かり切らない場合

がかなり、ほとんどなので、いわゆる身体的

な原因だけで孤立死を少なくすること、それ

は現実的に困難なんだと思います。 

 ですから、資料６のとおり、最後の今後の

方針のとおり、区全体で対応していかなけれ

ば、減らしていくことは難しいし、そういう

ものも望まれることなんだろうなというの

が、こちらのレポートを見て思ったところで

す。 

 それから、資料の２の介護保険業務委託の

プロポーザル、事業者のほうなんですけれど
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も、確かに公募期間２週間ではあったけれど

も、１者しかなかったという点は、やはりこ

の業務に関しては、まだ民間でも多くは、数

多くこなせる業者は少ないのかなというふ

うに感じた次第です。 

 当然、窓口業務だったり、そういったもの

をポイントとして入力作業が中心だと思う

んですけれども、やはり業務自体が介護認定

資格保険業務、保険給付というように、高齢

者保険についてのやはり主要な部分ですの

で、できればこの部分は、もし外注するんで

あれば、託すんであれば、区の職員さんの職

域分というものはしっかり確保しておかな

いと、福祉の空洞化が起きてしまう可能性も

あるのかなというふうに思いました。 

 それから、もう一つは、もう一点ありまし

て、障がい者の記念事業があるんですけれど

も、作品の出店はすぐはできないので、やは

り１年前からもう既に、いついつやりますよ

ということを通知したところしか返ってこ

ないという当たり前のことだと思いますか

ら、これはやっぱり１年前からの通知が大事

なんだなと思いました。 

 あともう一つは、この障がい者週間という

ものを、発表だけの、作品展だけの機会では

なく、先ほど委員からの御指摘があったとお

り、障がいとは何ぞやと、障がいと私たちは

どう取り合っていくんだというあたりの接

遇の悩みとか、対処とか、そういったものを

この週間の中で、庁舎ホール等で広報してい

くのも重要なのかなというふうに、委員のお

言葉で感じました。 

 今日は、すごい深い内容で、ありがとうご

ざいました。 

（石渡部会長） 

 酒井副部会長、無理をお願いしましたが、

貴重な整理をしていただきまして、ありがと

うございました。 

 そうしたら、最後に事務局からお願いしま

す。 

（日吉介護保険課長） 

 すみません。介護保険課長です。 

 ちょっと最後の前に、先ほど、一番最初の

ときに御質問あったんですけれども、休止の

事業所の数なんですが、令和７年１月１日時

点ということに休止している事業所ですけ

れども、居宅介護支援事業所が８、地域密着

型のほうでは、通所介護が２事業所、あとち

ょっと、その他２か所あって、合計で12事業

所が現在休止をしているというところでご

ざいます。 

 大変申し訳ありませんでした。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 一応議事は終了しましたので、進行をお返

しますので、御連絡お願いいたします。 

（事務局） 

 皆様、どうもありがとうございました。 

 本日はお忙しい中、委員の皆様には長時間

にわたり御審議をいただきまして、本当にあ

りがとうございます。 

 今後の予定ですけれども、３月27日に地域

保健福祉推進協議会を予定しております。 

 また、本日お車でお越しいただいた委員の

方には駐車券の御用意がございますので、出

口付近におります事務局職員からお受け取

りのほうをよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の専門部会を終了させてい

ただきます。 

 誠にありがとうございました。 

 

 


